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 介護保険制度導入後、介護サービスの提供基盤は着実に進んできており、三重県にお
いても、介護サービスの提供基盤は全国水準に達しています(図 3-2-6)。また、往診
等の在宅医療サービスを実施する医療機関や訪問介護ステーションの整備状況も全
国平均以上の水準です(図 3-2-7)。それでもなお、自宅で最期まで療養することに不
安を感じるのは、これらの連携が不十分であることが考えられます。 

 
 三重県で勤務している介護支援専門員に聞いてみても、要介護３以上であっても、現

状のサービスで、あるいは在宅サービスの充実で在宅生活は可能と判断できる者が多
いとの回答を得ています。ただし、要介護度が重くなればなるほど、訪問看護等の訪
問系サービスの充実が望まれています(図 3-2-8)。 

 
 在宅ケアの基本は、往診・訪問看護・訪問介護の組み合わせです。これに、介護者支

援のため、通所・短期入所をバランスよく組み合わせることが必要です。 
 
 また、これからの高齢化の進展に併せ、介護サービス基盤と、在宅医療サービスを実

施する医療機関・訪問看護ステーションを拡充していくことが必要です。 
 
 これまでは、医療は医療、介護は介護、地域福祉は地域福祉と縦割りで整備を進めて

きたため、高齢者の地域生活を支えるという総合的な視点、すなわち、地域ケアとい
う視点が欠落していました。 

 
 保健・医療と介護・福祉の連携のほかにも、住み慣れた地域で豊かに老いていくこと

ができるためには、「住まい」「見守り」「食事」「移動」等の“安心”も確保していく
ことが必要となっています。 

 
 しかしながら、健康福祉行政と都市政策・交通政策部門との連携は不十分です。また、

高齢者の見守りや、配食の際に見守りを行うサービスは、一部の地域で取組がなされ
ているものの、県全体でみれば普及が進んでいないのが現状です。 
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（県が講ずる具体的施策 ①住まい） 

 自宅での生活の継続を困難にする要因の一つが「住まい」です。家屋の構造が生活に
適さず自宅に住み続けることが物理的に困難である場合や、買い物ができる場所や医
療機関が遠く一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯にとっては生活の継続が困難な場
合等があります。 

 
 地域で豊かに老いていくことができるためには、住宅のハード（バリアフリー化）の

みならず、ソフト（介護や見守りのニーズへの対応など）を備え併せた、「住まい」
が重要になります。また、住まい自体の問題のみならず、住まい周辺の生活環境も重
要となってきます。 

 
 北欧では「社会保障は住まいに始まり、住まいに終わる」と言われています。在宅・

施設といった伝統的二元論から脱皮し、これからは、自然に、又は任意に、集まって
住まう「集住」に対するサービスの在り方を考えるべき時代です(図 3-2-9)。 

 
 NORC(Naturally Occurring Retirement Community)という考え方がありますが、時の

経過とともに自然に居住者に占める高齢者の割合が高くなった局地的な地域を指し
ます。例えば、昭和 30 年・40 年代に開発されたニュータウンなどが想定されますが、
このような局地的な地域を“面”として捉え、サービスをどう構築していくか
（ NORC-SSP(Naturally Occurring Retirement Community - Supportive Service 
Program)）という視点が必要になっています。 

 
 また一方で、CCRC(Continuing Care Retirement Community)という継続したケアサー

ビスを提供する高齢者の住宅システムがあります。我が国の、また、三重県の介護施
設は、欧米並みの整備率を確保できている中、不足しているのはケア付きの住宅であ
り、住宅政策と連携して、早めの住み替え支援を行っていくという視点が必要になっ
ています。 

 
 これらの点を踏まえ、(1)住まいの改修、(2)住み替え支援、(3)住空間の環境整備、

の３つの段階に応じて、県は以下の取組を行います。 
 
 
(1)住まいの改修《継続改善》 
 「住まい改修アドバイザー研修会」により、バリアフリー化・耐震化・環境共生等の

住宅改修相談に応じ、ゆとりある住まいづくりのための住宅の新築・増築・改築等に
助言を行うアドバイザーを養成します。そして、耐震化を含む多様な情報提供や相談
対応を行うため、県職員や市町職員に加え、「みえの住まいの人財バンク」登録者
（2008(平成 20)年 10 月 1 日現在 618 名）との協働を通じて、体制の強化に取り組み
ます。 

 
 住宅金融支援機構において、バリアフリーリフォームのための死亡時一括償還制度を

実施しており、この周知を図ります。 
 










